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貨物自動車運送事業法の一部改正、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の概要 
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目的・内容

〇巡回指導での総合評価が低調（５段階評価のうち「Ｄ」または「Ｅ」）、かつ、その後の改善が望めない「悪質事業者」への対応を強
化し、トラック運送業界のさらなる適正化を推進する。

〇具体的には、地方適正化実施機関（都道府県トラック協会）において、D，E評価事業所を対象に半年に1回の巡回指導を実施し、国と
の連携（監査強化）を通じて、輸送の安全を確保する。

（全ト協）
・全国の貨物自動車運送適正化事業実施機関に対し、巡回指導後の改善報告の提出に係るフォローアップ強化

（運輸支局）
・地方適正化実施機関からの報告を受け、速やかに監査を実施

（スキーム図）

（概ね２～３年後）
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へ

R5.4月実施 R5.10月実施 R6.4月実施

D・E評価事業者の削減スケジュール

◆ 国土交通省からの関係通達が令和５年３月に改正され、令和５年４月１日より運用を開始
◆ 巡回指導の重点化及び運輸支局等との連携強化により、令和５年度比の悪質事業所数を令和８年度までに７割削減を目標とする

《・令和5年度（5,500事業所：100%）、令和6年度（2,300事業所：41.8%）、令和7年度（2,000事業所：36.4%）、令和8年度（1,700事業所：30.9%）》

悪質事業者に対する地方適正化実施機関の巡回指導の重点化 



4

「飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組み強化について～決議～」



飲酒運転根絶総決起大会の開催及び署名の提出
（宮城県トラック協会）（令和７年７月）

宮城県トラック協会石巻支部は飲酒運転根絶総決起大会
を開催し、武山支部長より石巻警察署に126事業所1,880
名分の署名を提出

飲酒運転根絶署名簿提出
（島根県トラック協会）（令和７年４～１２月）

島根県トラック協会では、安来支部、浜田支部、邑智支部の各支部において、飲酒運転による痛ましい交通事故により、被害者やその家族が深い悲しみを
負うだけでなく、事故の加害者にも重大な責任が伴うことから、「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」「乗るなら飲ませない」の「飲酒運転追放三ない運動」を実
践し、飲酒運転を根絶することを決意。3支部合計で66事業所、従業員1,249名が誓約した飲酒運転撲滅署名簿を地元警察署に提出
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「飲酒運転根絶誓約書」署名簿の提出
（青森県トラック協会）（令和７年１０月）

青森県トラック協会では、県内において飲酒運転による交通事故が立て続けに
発生している事態を深刻に受け止め、全会員が一丸となって全ての従業員一人一
人が安全輸送の重要性を理解し、交通事故防止を徹底するため、「飲酒運転根
絶誓約書」への署名を提出させ、青森県警察本部へ合計494社14,013名分の
宣言書を提出

各トラック協会における飲酒運転根絶に向けた署名活動



「トラック事業における総合安全プラン2025」最重点推進項目 「飲酒事故の根絶」

『広報とらっく』令和６年７月５日号に同封令和７年９月一部改訂

• 令和８年２月の交通対策委員会において「飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化」を決議し、所属ドライバーや従業員などが 
「飲酒運転を行わない」旨の署名活動を新たに盛り込んだ

• トラック運送業界全体で取り組んでいるこうした活動により、事業用トラック（軽を除く）による「飲酒運転事故」は、令和5年の23件から令和6年は
16件と減少したが、依然として根絶には至っていない。

• 全ト協では、事業用トラックドライバーの飲酒運転の実態とその再発防止策について、地方トラック協会とも連携を図りつつ、会員事業者等に広く周
知するための啓発リーフレットの作成とともに、各季の交通安全運動などあらゆる機会をとらえ、引き続きトラック運送業界からの「飲酒運転根絶」を
目指して取り組む

〇乗務員などに対する飲酒運転しないことの署名活動
• 警察、行政当局との連携による乗務員などに対する飲酒

運転しないことの署名
• 行政当局等との連携・協力によるドライバーに対する自己

チェックシートの活用

〇街頭活動などによるドライバーなどへの啓発活動
• フェリー乗り場などでの乗船ドライバーへの飲酒運転撲滅に

向けた啓発
• 警察、自治体、高速道路会社などとの連携による街頭啓

発キャンペーンの実施
• 警察との連携によるコンビニ店舗での飲酒運転撲滅の啓発

活動
• 飲酒運転根絶のラッピングトラックや、ステッカーの車体貼付

(表示)での啓発

〇マスメディアを活用した広報・啓発活動
• テレビ、ラジオなど公共放送を活用した広報・啓発
• 地元新聞など広報媒体を活用した飲酒運転根絶の広報・

啓発 等
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令和８年３月23日

「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた
全日本トラック協会の取組状況

令和７年度 第１回 「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」

参考資料
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※ 各年12月末時点の発表値
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事業用自動車が第１当事者となる「死亡事故件数」は、トラック（軽を除く）では、令和４年までは減少傾向だったが、
最近は横ばい状況となっている。

数字はいずれも事業用自動車が第１当事者となるものであり、トラックには軽自動車を含まない 出典：警察庁「交通事故統計」

全ト協「トラック事業における総合安全プラン2025」における目標と2024年の実績
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全ト協「トラック事業における総合安全プラン2025」における目標と2024年の実績



セ ミ ナ ー 名 概 要 対 象 者

（１）プラン2025目標達成セミナー
～削減目標達成への取り組み～

2025年を目標年とする「トラック事業における総合安全プラン2025」の事故削減目標を達成
するために、プラン2025の内容と飲酒運転事故、交差点事故及び追突事故の実例や傾向等
を中心に、最新の情報を織り込んだ事故防止対策について解説を行う。
さらに、小集団での他事業者との意見交換を通じて好事例の共有化を図る等さらなる事故防

止意識の向上を目指す。

経営者及び
運⾏管理者等

（２）災害物流専門家研修

過去の大規模災害時における緊急支援物資輸送では、集積拠点において支援物資が滞留
し、避難所への円滑な物資提供ができない事例があり、課題とされている。

こうした状況に鑑み、今後想定される災害発生時において災害支援物資の円滑な流通を支
援するため、本研修を通じて拠点の設置や支援物資の管理・輸送手配等専門知識を身につけ
た「災害物流専門家」の育成を図ることを目的とする。

会員事業者及び
トラック協会役職員等

（３）健康管理セミナー
～定期健康診断のフォローアップの手法と、

ドライバーの高齢化について～

健康起因事故防止や職業寿命の延伸（従業員確保）の為には、定期健康診断結果の
フォローアップが不可欠であることを説明し、健診後の事後フォローや経年での健康管理を効果
的に実施できる「運輸ヘルスケアナビシステム」の利用促進を行う。
また、高齢ドライバーにおける健康と安全、並びにSAS対策の導入を説明し、健康管理対策の

推進を図る。

経営者・管理者・
総務担当者等

（４）睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策セミナー
～オンラインでの3ステップ解説～

ＳＡＳの症状や、ＳＡＳがもたらすリスクについて説明し、トラック運送事業者におけるSAS対
策の進め方を、事業者の取り組み状況のレベルに合わせ、３ステップに分け、ＷＥＢオンラインセ
ミナーにより実施する。

経営者・管理者・
総務担当者等

（５）過労死等防止対策セミナー
～健康起因事故の削減を目指して～

過労死や健康起因事故の現状を知り、ドライバーが健康であるために、管理者がどうドライバー
に生活習慣の改善等を促すか手法を説明。また、過去のセミナー参加事業者が取り組んでいる
健康管理対策についてまとめた資料集や、健康管理対策取り組み状況チェックリスト等を用いた
小集団による意見交換により、自社の取り組みレベルを把握するとともに、他社の健康管理に関
する好事例などから新たな気づきを得ることにより、事業者の取り組みを促し、過労死等の防止
並びに健康起因事故の削減を図る。

経営者及び
運⾏管理者等
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令和７年度 事故防止セミナー等の開催概要
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0.1%
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5.4%
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人対車両
（その他）

1.0%

事業用貨物自動車の事故類型別死傷事故件数の構成率（令和６年）

高速道路での
「追突」のうち駐・停車中の

車両への追突が

66.9%

※死亡事故件数は事業用自動車が第一当事者となるものであり、トラックには軽自動車を含まない
※令和６年12月末時点の発表値 出典：警察庁「交通事故統計」
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6.1%

車両単独
1.2%

横断中
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「トラック事業における総合安全プラン2025」最重点推進項目 「追突事故の防止」
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・事業用トラックが第１当事者となる交差点における対歩行者、対自転車の死亡・重傷事故（２３２件）は、追突事故（２０４件）の１．１倍。
・直進死亡・重傷事故は、対歩行者、対自転車がそれぞれ５割（３７件）であり、対歩行者の５割以上が大型車、対自転車の4割以上が
準中型車。
・左折死亡・重傷事故は、９割近くが対自転車（７８件）であり、対自転車の８割以上が大型車。
・右折死亡・重傷事故は、８割近くが対歩行者（５５件）であり、対歩行者の５割近くが大型車。

交差点－歩行者 交差点での右左折及び直進時の対歩行者事故（右図参照）

交差点－自転車 交差点での右左折及び直進時の対自転車事故（右図参照）

交差点－その他 上記以外の交差点での対四輪車・二輪車の事故（追突除く）

追 突 対二輪車・自転車を含む追突事故

その他 上記以外の正面衝突等の車両相互（自転車含む）事故、車両
単独事故、交差点以外での対人事故

出典：(公財)交通事故総合分析センター

歩行者
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自転車
７８件
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５５件

自転車
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右折

直進※

歩行者 ３７件 自転車３７件

大    型 ：  ７件  ６３件
中      型 ：   １件   １１件
準 中 型 ： ２件      ２件
普      通 ：   ０件      ２件

大    型 ： ２０件
中     型 ： １１件
準 中 型 ：     ４件
普      通 ：     ２件

※発進、追越・追抜、
  進路変更、その他を含む

大       型 ：   ２件
中       型 ：      ６件
準 中 型 ：１６件
普      通 ：   １３件

大  型 ： 車両総重量１１ｔ以上
中  型 ： ７．５ｔ以上１１ｔ未満
準中型 ： ３．５ｔ以上７．５ｔ未満
普  通 ： ３．５ｔ未満
※なお、本統計データに軽自動車は含まない

大    型 ：  ２５件 ４件
中      型 ：    １６件 ２件
準 中 型 ：    １１件 ７

件
普     通  ：       ３件 ２件
車両区分の解説

■交差点における死亡・重傷事故件数の状況（対歩行者・対自転車）
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「トラック事業における総合安全プラン2025」最重点推進項目 「交差点事故の防止」
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

追突事故（件） 8,541 7,637 7,290 6,914 5,639 4,447 4,326 4,376 4,255 3,870

追突事故の
占有率（％） 52.9% 52.3% 51.3% 51.5% 48.5% 47.1% 45.9% 46.7% 46.3% 44.9%

死傷事故（件） 16,156 14,600 14,216 13,428 11,629 9,449 9,415 9,371 9,181 8,619

事業用トラックが第１当事者となる追突事故の状況（H27～R06）
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・ 事業用貨物自動車を第一当事者とする「死亡事故」に限ってみると、「交差点事故」の占有率の推移は、減少傾向にある

数字はいずれも事業用貨物自動車（軽自動車を除く）を第一当事者とするもの
出典：警察庁「交通事故統計」／（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

交差点事故（件） 83 98 80 88 67 77 64 65 61

交差点事故の占有（％） 32.2 36.3 31.6 36.8 32.4 38.5 37.9 32.7 30.5

死亡事故（件） 258 270 253 239 207 200 169 199 200

事業用トラックにおける 「死亡事故」全体に占める「交差点事故」の割合の推移



助成事業 助成対象 助成額

安全装置

①後方視野確認支援装置 ②側方衝突監視警報装置
（車両総重量7.5トン以上の
事業用トラック（トラクタの場合
は第5輪荷重8.5トン以上））

①③④対象装置ごとに取得価
格の１／２、上限２万円

②車両１台につき、取得価格の
１／２、上限１０万円

⑤１事業所１台、取得価格の
１／２、上限３万円

③呼気吹き込み式
ｱﾙｺｰﾙｲﾝﾀｰﾛｯｸ装置

④IT機器を活用した遠隔地で
行う点呼に使用する携帯型ｱﾙ
ｺｰﾙ検知器(Gﾏｰｸ認定事業所
に限る）

⑤トルク・レンチ（「600N・
m」以上の締め付け能力を
有する大型車用）

事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、予防安全に資する装置に対する助成事業を実施

15

事業用トラックにおける交通事故防止にかかる助成事業



各種セミナー等そのほかの事故対策

• 事業用トラックの事故防止意識の醸成を目的として、「プラン2025目標達成セミナー」を全国で開催、また事業用トラック１万台当たりの死亡事
故件数が多い都道府県では「出前セミナー」（各地区などを対象）を開催

• 国の指導・監督指針の全項目を網羅した「事業用トラックドライバー研修テキスト」を作成し、中小事業者が活用できるよう公表
• トラックドライバーの安全意識と運転技能向上を図るため、全ト協主催「全国トラックドライバー・コンテスト」を開催
• 運転技術・マナーの意識向上と啓発を推進するため、全ト協の「指定研修施設」における安全運転研修受講者への助成を実施

■「プラン2025目標達成セミナー」

■「事業用ドライバー研修テキスト」

■「全国トラックドライバー・コンテスト」
16



Ｇマーク制度（貨物自動車運送事業安全性評価事業）の認定状況

17

• 令和7年度のＧマーク認定事業所数7,227事業所を含めた、全国の認定事業所数は29,210事業所と、全国のトラック運送事業所数
84,954事業所（令和7年12月1日現在）の34.4％に達し、トラック運送事業所の３割強が安全性優良事業所となっている

• また、安全性優良事業所に属するトラックの台数は772,369台と、トレーラを含めた全国の事業用貨物自動車1,470,445台（令和7年3月
31日現在）の52.5％を占め、事業用トラックの５割強が安全性優良事業所に属した車両となっている
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• 「睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策セミナー～オンラインでの３ステップ解説～」を都道府県トラック協会で開催、SAS対策の普及・啓発に努
め、健康起因事故の防止に取り組む

• SASスクリーニング検査の受診者に対して受診費用の一部を助成し、検査の結果SASと診断された場合のフォローアップ状況についてアンケート
調査により把握、SASスクリーニング検査の効果を確認しSASスクリーニング検査の普及を推進

• 定期健康診断結果からハイリスク者を可視化するシステム「運輸ヘルスケアナビシステム」の運用を平成30年度に開始

■ 地方適正化実施機関の巡回指導における
事業所単位の健康診断実施率の推移
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地方適正化事業実施機関調査による資料

■ 「SASスクリーニング検査助成事業」の申請状況 ■ ｢運輸ヘルスケアナビシステム」の運用

年 度 Ｒ３年度 R４年度 Ｒ５年度 R６年度

事業所数 2,026
(＋408)

2,079
（＋53）

2,086
(+7)

2,224
(+138)

申請者数 40,106
(6,942)

38,458
（-1,648）

39,338
(+880)

41,655
(+2,317)

「運輸ヘルスケアナビシステム」は、定期健康診断
結果からハイリスク者を発見し、健康管理指導や
受診勧奨等、フォローアップするもの。

■ 健康状態に起因する事故報告件数
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